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○
総
務
省
令
第
百
三
号

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
適
用
証
明
書
の
申
請
）

（
適
用
証
明
書
の
申
請
）

第
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
地
共
済
法
」
と
い
う
。）
第

第
一
条

［
同
上
］

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。）
の
組
合
員
（
以
下
「
組
合
員
」
と

い
う
。）
で
あ
っ
て
、
社
会
保
障
協
定
（
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
社
会
保
障
協
定
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
相
手
国
法
令
（
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
相
手
国
法
令
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
規
定
の
適
用
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
韓
国
協
定
」
と
い
う
。）
第
八
条
２
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン

ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
フ
ラ
ン
ス
協
定
」
と
い
う
。）
第
八
条
２
及
び
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本

国
と
カ
ナ
ダ
と
の
間
の
協
定
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
カ
ナ
ダ
協
定
」
と
い
う
。）
第
五
条
５
（
ｃ
）
の
規
定

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
日
本
国
に
お
け
る
就
労
に
関
す
る
所
属

機
関
の
長
の
証
明
書
及
び
組
合
員
の
資
格
に
関
す
る
組
合
の
証
明
書
を
添
え
て
、
組
合
を
経
由
し
て
地
方
公
務
員

共
済
組
合
連
合
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
社
会
保
障
協
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

五

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
社
会
保
障
協
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

七

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
登
録
番
号

と
の
間
の
協
定

の
間
の
協
定

八

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
タ
リ
ア
共

イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
領
域
内
に
お
け
る
就
労
先
の
税
務
番

和
国
と
の
間
の
協
定

号

［
六

略
］

［
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 3 -

附

則

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す

る
。


	（適用証明書の申請）

